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多久市規則第５号 

 

   多久市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部 

を改正する規則 

 

 多久市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年多久市

規則第１７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１３条第２項中「別表第６」を「別表第７」に改める。 

別表第３に次のように加える。 

１４ 会計年度任用職員が公務によら

ない負傷又は疾病にかかり勤務

することができないとき。 

１の年度において医師の証明書

等に基づき、次に掲げる者の区

分に応じて、それぞれ次に掲げ

る期間 

(１) パートタイム会計年度

任用職員 １週間の勤務日

数又は１年間の勤務日数に

応じ、別表第６に定める期

間 

(２) フルタイム会計年度任

用職員 １０日 

 



別表第７を削る。 

別表第６中２の項を次のように改める。 

２ 次に掲げる者が養育する中学校

就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子

（配偶者の子を含む。）の看護等

（多久市職員の勤務時間、休暇

等に関する規則（平成７年多久

市規則第１号）別表第２の１０

の項に規定する看護等をいう。）

のため勤務しないことが相当で

あると認められるとき。 

(１) １週間の勤務日が３日

以上とされているパートタ

イム会計年度任用職員 

(２) 週以外の期間によって

勤務日が定められているパ

ートタイム会計年度任用職

員で１年間の勤務日が１２

１日以上である者 

(３) フルタイム会計年度任

用職員 

 

１の年度において５日（子が２

人以上の場合にあっては、１０

日)を超えない範囲内の期間 

別表第６中８の項を削り、９の項を８の項とし、同表を別表第７とし、別表

第５の次に次の１表を加える。 

別表第６（第１３条関係） 

勤務日数 日数 

１週間の勤務日 １年間の勤務日 

１日 ４８日から７２日まで １日 



２日 ７３日から１２０日まで ３日 

３日 １２１日から１６８日まで ５日 

４日 １６９日から２１６日まで ７日 

５日以上 ２１７日以上 １０日 

備考 この表において、１週間の勤務日数が「５日以上」には、１週間の勤

務日が４日以下で１週間の勤務時間が２９時間以上を含むものとする。 

 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


